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第９回 議会のあり方調査特別委員会 会議概要   
 

【開催日】 平成２６年８月１１日 

【開催場所】 第１委員会室 

【会議時間】 午前１０時～午前１０時４５分 

午前１１時～午前１１時１７分 

【出席委員】 

委 員 長 矢 田 松 夫 副 委 員 長 河 﨑 平 男 

委 員 石 田 清 廉 委 員 伊 藤   實 

委 員 河 野 朋 子 委 員 下 瀬 俊 夫 

委 員 松 尾 数 則   

 

【欠席委員】 なし 

 

【委員外出席議員等】 

議   長 尾 山 信 義 副 議 長 三 浦 英 統 

 

【傍聴議員】 

議   員 岡 山   明 議   員 長谷川 知 司 

議   員 山 田 伸 幸 議   員 吉 永 美 子 

 

【事務局出席者】 

事 務 局 長 古 川 博 三 事務局次長 清 水   保 

庶務調査係長 島 津 克 則   

 

【調査事項】 

１ 情報発信について 

⑴ 委員会中継 

⑵ 傍聴者への議会資料の配布 

２ 政策形成サイクルについて 

３ その他 

⑴ 中間報告 



2 

 

⑵ その他 

 

【会議の概要】 

１ 情報発信について 

(1) 委員会中継 

民生福祉常任委員会が犬山市の視察を行った際、委員会中継について

も視察したので、その報告を受けた。 

 

 報告内容  

○ ノートパソコンに無線ランの子機を接続してインターネットに

接続している。カメラはウェブカメラで、委員会室の後ろから委員

に向けた映像をユーストリームを利用して配信している。画像は荒

く、誰が発言しているかわからない。音声は本市と同様のマイクシ

ステムからパソコンに取り込んでいる。 

○ 流山市は３台のカメラを切り替えながら配信している。マイクは

集音マイクを中央に設置している。 

 

 報告に対する質疑  

○ 本市で導入するとどのくらい費用がかかるか。→ 機器の購入費

はパソコンも含めて２０万円程度だと思う。無線ランを使えば使用

料もかかる。カメラ１台で本会議中継システムを使用して委員会中

継しようとすると約５０万円程度で可能だが、月々の委託料が別に

かかるので、それと比較するとかなり安価だ。 

○ ２０万円程度とのことだが、一つの委員会室を想定してのことか。

複数の委員会にすればどうか。→ 二つで同時に開催すれば、二つ

分必要だ。 

 

 委員の主な意見  

○ ユーストリームが簡単に安価でできるということがわかったの

で、今後、試算も必要だ。委員会中継はより多くの市民に委員会の

審査状況を見てもらうという大きな目的があるので、経費も一番安

くて、市民に委員会の状況を周知できるようなものにもっていけば
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いいと思うので、進めてほしい。 

○ 仕組みもやり方も非常に簡単なので、パソコンやカメラについて

贅沢を言わなければそんなに予算はかからない。とりあえず始めて、

中継しながら改善していくという方向がいい。 

 

 結論  

○ 機材の種類、費用などを事務局で精査して、委員会に提示するこ

ととした。 

 

(2) 傍聴者への議会資料の配布 

傍聴者への議会資料の配布について資料に基づき検討した。 

 

 資料の説明  

○ 前回の会議で決定した事項について資料の公開に主眼を置いて

要綱を作成した。 

○ 目的は、「山陽小野田市議会基本条例第８条の規定に基づき、本

会議及び委員会で用いた議案及びその関係資料を公開することに

より、開かれた議会の実現を図る」とした。 

○ 公開資料は、議案及び議案参考資料、一般質問参考資料、委員会

審査参考資料の３つとした。 

○ 公開方法は、市議会ホームページに掲載する方法、資料の簿冊を

閲覧に供する方法、資料の写しを交付する方法の３つとした。なお、

写しの交付の場合、情報公開条例に基づく写しの交付に準じた費用、

基本１枚１０円の負担を求めることとした。 

○ 公開時期は、議案と議案参考資料は当該議案が本会議に上程され

る日、一般質問参考資料は当該質問が行われる日、委員会審査参考

資料は当該委員会が開催される日とした。ただし、インターネット

による公開の場合は、現在委員会中継をしていないので、委員会の

内容がわかるときである会議記録が公開される日とした。 

○ 本会議又は委員会の傍聴人に会議の内容をより深く理解しても

らうため、傍聴人に対し当該会議に関係する資料を無償で配布する
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こととした。 

○ 資料の公開は、平成２６年９月定例会以降の本会議及び委員会で

用いた資料とすることとした。 

○ 公開の実施に当たっては、要綱に基づき、山陽小野田市議会議案

等公開規程を制定し、実施することとした。 

 

 結論  

○ 要綱のとおりとすることとした。 

 

２ 政策形成サイクルについて 

他市議会の取り組みについて資料が提示された後、政策形成サイクルに

ついて協議した。 

 

 委員の主な意見  

○ 会津若松市議会の政策形成サイクルは全国的に注目を集めているが、

物すごく時間をかけて議論している。これはあくまでも会津若松の政

策形成サイクルなので、根室町を見たらわかるようにかなり違う。我

がまちの政策形成サイクルとは何かについて、もう少し議論がいる。

いろいろなところを参考にしながら、きちんと議論して形づくるのが

いい。そんなに短いサイクルで結論は出ないので、１年も２年もかけ

る。そういうスタンスで見ていく必要がある。 

○ どこから取り掛かるかということが非常に大事だ。基本的には総合

計画、この中にある政策の実行状況、進捗状況と現況とのギャップ、

市民の声等とのずれを分析、現状調査を行うことが必要である。 

○ 市によって考え方が違う。山陽小野田市はどうなのかというものを

つくればいいので、それぞれ会派に持ち帰って勉強会を開くなりして、

たたき台を出し合うなど、そこから深めていくようにすればいい。 

○ 自治会懇談会を実施するので、それまでにある程度のサイクルは示

さないといけない。市民の声を聞こうという部分から修正しながらす

るのも一つだ。総合計画については、予算決算委員会で決算審査とし

て事業の評価等を検証するので、その部分と市民サイドとさまざまな
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視点から精査して執行部に政策提言するという方向に持っていけばい

い。 

 

 結論  

○ 二つの地方議会の資料を参考にしながら、本市議会の政策形成サイ

クルをつくっていく。 

○ すぐに結論が出るものではないので、さらに議論を深めていく。 

○ 会派においても議論してもらう。 

 

３ その他 

(1) 中間報告について 

６月議会での中間報告後、結論を得た事項について、第２回の中間報

告として９月議会の初日に行うこととした。 

 

 (2) 委員長報告に対する質疑の取り扱いについて 

前回の会議で、「中間報告に対する委員長質疑の部分の議事録を確認し

たが、なお理解できないので、文書で提出するよう要請する」とした件

について、文書が提出されたので検討した。 

 

 委員の主な意見  

○ 「なぜ機能しないのか具体的に」と伝えたが、よくわからない。他

市の資料と同じようなことが書いてある。 

○ 「議事録に基づいて再度質問を」と伝えたが、新たな問題が書かれ

ている。 

○ 議事録に「機能しない」と書いてあるが、機能しないとはどういう

ことか確認を取らないといけない。議事録に沿った回答がないと意味

がわからない。 

○ 議会での議員の発言のあり方についての問題だと思うので、議会運

営委員会できちんとするほうが筋だ。 

○ 出された文書には今からこの委員会で検討することを書き並べてい

る。 
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○ 要請した内容の答えではないので、再度の質問が必要だ。 

 

 結論  

○ 再度提出してもらうよう委員長から伝えることとした。 

 

(3) 次回委員会の開催日について 

次回の委員会は、８月２８日（木）１３時３０分から開催することと

した。 

 



 
 

第９回 議会のあり方調査特別委員会 会議日程 

日時 平成２６年８月１１日（月） 

午前１０時 

場所 第１委員会室 

 

調査事項 

 １ 情報発信について 

⑴ 委員会中継（犬山市議会報告） 

 

⑵ 傍聴者への議会資料の配布（資料１） 

 

 

２ 政策形成サイクルについて 

⑴ 会津若松市議会の例 

 

⑵ 芽室町議会の例 

 

 ３ その他 

⑴ 中間報告について 

 

⑵ その他 

 

⑶ 次回委員会開催日について 
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山陽小野田市議会議案等公開要綱（案） 

 

平成２６年８月１１日 

 

１ 目的 

山陽小野田市議会基本条例第８条の規定に基づき、本会議及び委員会で用

いた議案及びその関係資料を公開することにより、開かれた議会の実現を図

る。 

 

２ 公開資料 

公開する議案及び関係資料（以下「公開資料」という。）は、次のとおりと

する。 

⑴ 議案及び議案参考資料 

⑵ 一般質問参考資料 

⑶ 委員会審査参考資料 

 

３ 公開方法 

公開資料は、次の方法により公開するものとする。 

⑴ インターネット 

公開資料を市議会ホームページに掲載する。 

⑵ 閲覧 

公開資料を簿冊にまとめ、閲覧に供する。 

⑶ 写しの交付 

公開資料の写しを交付する。この場合、山陽小野田市情報公開条例に基

づく写しの交付に準じた費用の負担を求めるものとする。 

 

４ 公開時期 

公開資料は、次の定める時期に公開するものとする。 

⑴ 議案及び議案参考資料 当該議案が本会議に上程される日 

⑵ 一般質問参考資料 当該質問が行われる日 

⑶ 委員会審査参考資料 当該委員会が開催される日（インターネットによ

る公開の場合は当該委員会の会議記録を公開する日） 

資料１ 
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５ 傍聴人への公開資料の配布 

本会議又は委員会の傍聴人に当該会議の内容をより深く理解してもらうた

め、当該傍聴人に対し当該会議に関係する公開資料を無償で配布する。 

 

６ 適用 

本要綱に基づく公開資料の公開は、平成２６年９月定例会以降の本会議及

び委員会で用いた公開資料とする。 

 

７ その他 

議案等の公開の実施に当たっては、本要綱に基づき、山陽小野田市議会議

案等公開規程を制定し、実施するものとする。 

 


